
千葉県農地・農村振興課

千葉県

耕作放棄地
解消取組事例集
～農地の有効活用に向けて～



はじめに

耕作放棄地の増加の背景には、農業者の高齢化や担い手の減少などがあり、

荒廃化しやすい農地の特徴としては、狭小で使い勝手が悪い、排水不良など耕

作条件が悪いことが挙げられます。耕作放棄地の発生は食料の生産基盤として

の農地が減少するのみならず、病害虫・鳥獣被害の誘発や不法投棄の温床とな

る恐れがあるため、発生防止・解消の取組が必要となっています。

千葉県における耕作放棄地の現状を踏まえ、効果的な耕作放棄地対策の周

知・啓発を目的として、県内で取り組まれた耕作放棄地再生の優良な事例など

を掲載した事例集を作成しました。行政関係者だけでなく、農業者や地域住民

の方々にもお読みいただき、本書が耕作放棄地対策について考えるきっかけと

なれば幸いです。
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千葉県の耕作放棄地の現状について

令和２年の荒廃農地調査では、千葉県の荒廃農地面積は13,457haで、全国で5

番目に多いという結果でした。荒廃農地面積は前年調査から337ha増加しており、

県の耕地面積の約1割に相当する面積が荒廃農地になっています（図1）。また、

近年の再生利用可能な荒廃農地は6,000ha前後で推移していることに対し、再生

面積は年間で約300haに留まっています（図2） 。
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出典：荒廃農地の発生・解消状況に関する調査

調査結果

耕作放棄地
5年に1回、農業者自らが調査票に記入・

回答する農林業センサス（統計調査）におい
て、「以前耕作していた土地で、過去１年
以上作物を作付けせず、この数年の間に再
び作付けする意思のない土地」を指してい
ます（2020年農林業センサスからは調査項目が
削除されています）。本書では、一般的な名
称として耕作放棄地を使用しています。

＼語句の解説／

２

6,785 6,917 6,922 6,992 

5,945 6,086 6,199 6,466 

H29 H30 R1 R2

再生利用困難 再生利用可能

13,003 13,121 13,457
12,730

荒廃農地面積（単位：ha）

荒廃農地
市町村及び農業委員会が毎年1回の調査に

より判定を実施する荒廃農地調査において、
「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄
により荒廃し、通常の農作業では作物の栽
培が客観的に不可能となっている農地」と
された農地を指します。



＼木更津市について／
房総半島の中央部、東京湾

を臨む西側に位置し、恵まれ
た自然環境と都心部への交通
利便性に優れた農業生産地域
です。水稲を中心に、露地野
菜、施設野菜、果樹まで多品
目の栽培が行われています。

平地 中山間

１号遊休農地２号遊休農地

個人 法人

露地野菜 水稲専作

＜取組主体の感想＞
地盤がゆるいところが多く、機械を入れるための作業

道の設営に苦労しましたが2人で作業を分担し、地主さ
んや木更津市さんの協力を得ながら何とか作業を終える
ことができました。樹勢の衰える冬季に取組を行ったこ
とが作業の負担軽減につながったと感じています。今後
お借りした農地を大切に管理し地力を回復させながら営
農を続けたいと思います。

木更津市 鎌足地区
イノシシ被害のあった耕作放棄地でのニンニク・ショウガの栽培

農業者Aさんは令和2年3月にニンニクを栽培するため
新規就農し、農業者Bさんは鎌足地区を中心に農地を拡
大していました。2名とも今回再生した農地に隣接する
圃場で露地野菜を栽培しており、再生することで経営耕
地の拡大を図ったものです。

取組農地はもともと水田だったものの、イノシシによ
る獣害等により、一帯の農地は全て耕作放棄されていま
した。背丈を超える草木が繁茂し山林に挟まれ縦に連な
る農地であることから、山からの木々の垂れ下がりによ
り作業道もふさがれている状況でした。

地域農業の状況１

取組目的２

隣接農地を再生して経営耕地拡大

取組概要３
262a

農業者A：105a
農業者B：157a

＼再生面積／

ニンニク、ショウガ
他露地野菜

＼作付作物／

直売所等に出荷

＼販路／

３
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＼鎌足地区について／
市内中央部の中山間地域に

位置しており、水稲、露地野
菜、果樹（梨）等の栽培が行
われていますが、近年、獣害
等により水田における耕作の
放棄が増加傾向にあります。



圃場にたどり着くため作業道の草刈りから
スタートしました。通行できるようになれば、
圃場の中はハンマーナイフモアで草刈りし、
伐根と竹の地下茎の裁断をバックホーで実施
しました。

また、バックホーで水路も掘り、排水対策
を行いました。大がかりな作業も若手農業者
2名で協力しながら作業を行いました。

今回の取組は面積も広く、重機を用いた大掛かりな作業内容だったため、無事完了まで至っ
たのは取組主体の実行力によるところが大きく、千葉県耕作放棄地再生推進事業（令和３年度ま
で）は農業者自身の経営耕地拡大のため直接的に活用できる事業であり、活用要望が多く寄せ
られる事業でした。
もともとイノシシ被害に起因する放棄でしたが、再生後イノシシの忌避作物を植えることで、

放棄理由への対策もとられていました。耕作放棄地の再生は再生がゴールではなく、目指すと
ころは経営地拡大、収入の増加です。「なぜ放棄されたのか」という根本原因を掘り下げ、そ
れに対し、対策を立てることが再生後の耕作継続に不可欠であると考えます。また、若手２名
が再生し耕作している姿は地区でも広く認知され受け入れられており、今後の発展が期待され
ます。

再生前

再生後

再生作業は２名で協力

取組による成果 今後の取り組み方針

経営面積
農業者A： 50a
農業者B：152a

取組内容及び効果４

市町村担当者の意見５

経営圃場

事業実施前 事業実施後

309a
155a

耕作放棄地

長期間放棄されていた農地もあり、雑草の勢いが強いため、今後しばらくは草刈り等の農地管
理に労力がかかることが見込まれます。

イノシシによる獣害がきっかけとなり放
棄された農地ですが、取組主体は、イノ
シシに食べられにくいニンニク・ショウ
ガ等を作付けしており、隣接農地でも被
害が少ないことから、当該農地において
も継続してニンニク・ショウガ等を作付
けしていく予定です。

試験的にオクラを作付け

マリーゴールドや
燕麦を播種し土壌改良中

今後の課題

４



旭市 神宮寺地区
耕作放棄地で規模拡大

＼旭市について／
旭市は千葉県北東部の九十九里

海岸北端に位置し、農業産出額に
おいて県内1位を誇り、首都圏屈指
の食糧基地となっています。

当市には規模拡大を志向する農
家が多く、耕作放棄地にも一定の
需要が存在するため、従前から県
の補助金を活用し解消事業の推進
を行っています。

地域農業の状況１

＼耕作放棄地を有効利用した規模拡大のきっかけ／
取組主体のIさんは平成28年に会社を辞め、長ネギの栽培を

始めました。経営は順調で、水稲の作付けも始めたほか、さら
なる規模拡大に向け令和2年には法人を設立しました。しかし
ながら、借受可能な農地がなかなか見つからず、思うように規
模拡大が進んでいませんでした。そのような状況からIさんは、
もともとの経営圃場に隣接する耕作放棄地の地権者に声をかけ、
耕作放棄地の解消に取り組むことしました。

平地 中山間

１号遊休農地２号遊休農地

個人 法人

複合経営 露地・水稲

取組目的２
耕作放棄地で規模拡大

取組概要３

28a

＼再生面積／

長ネギ

＼作付作物／
地元のスーパー等

に出荷

＼販路／

現地は15年以上前から荒廃状態
で、高さ2mの藪になっていました。
経費削減のため自力で再生作業を
行いましたが、地中深くまでセイ
タカアワダチソウの地下茎や根が
張っており、抜根には相当な労力
を要しました。

農地
状況

隣接する経営圃場
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背丈を超える藪
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旭市における
遊休農地面積の推移
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＼神宮寺地区について／
神宮寺地区は、九十九

里平野の中にあり、水稲、
畑作はもちろんのこと、
その平坦な地形を生かし
た施設園芸も盛んに行わ
れています。



取組効果
周辺にも耕作放棄地が存在しますが、今

回の取組結果を見て、草刈りに意欲を示す
人が増える等、ほかの耕作放棄地において
も解消の兆しがあり、地域に良い影響を与
えています。

広大な畑が復活
取組内容及び効果４

【再生作業】
刈り払い機・チェーンソーで伐開後、重機

にて抜根・整地し、ロータリーを数回かけて
根や残渣を破砕しました。

再生前

再生後

取組による成果

経営面積
300ａ 328ａ

事業実施前 事業実施後

営農の様子

この畑では長ネギの栽培を行いま
す。規模拡大のため、今後も耕作放
棄地の解消に取り組む方針です。

今後の取り組み方針

今後の課題

取組により圃場が拡
大し、生産力が向上し
ました。また、再生農
地と周辺の経営耕地の
合計面積が92aとなり、
耕地が集約され、
生産性も向上しました。

長ネギ栽培

耕作放棄地

経営圃場

取組主体

市町村担当者の意見５

耕作放棄地の内、畑については一定の需
要があるものの、水田は採算性等の理由か
ら借り手が見つからないことが多く、新た
な活用法が求められています。

６



勝浦市 上野地区
新規就農者による 耕作放棄地の解消

地域農業の状況１

＼耕作放棄地を有効利用した新規就農のきっかけ／
取組主体は実家で野菜等を栽培しており、退職をきっかけに

勝浦市で就農を決意しました。
実家の近隣の農地で試験的に野菜を栽培していましたが、本

格的な営農をするために農地を検討したところ、区画の整理は
されているが遊休農地化している土地に目を向けました。農地
を賃借するにあたって遊休農地の解消も同時に行いたいと思い、
当該農地を選定しました。

平地 中山間

１号遊休農地２号遊休農地

個人 法人

露地野菜 水稲専作

取組目的２
新規就農における営農地の確保

取組概要３

85ａ

＼再生面積／

サツマイモ
スイートコーン

＼作付作物／
農業協同組合や
直売所等に出荷

＼販路／

区画整理がされている農地のなかで、取
組農地9筆の内1号遊休農地4筆、2号遊休農
地5筆となっていました。周辺農地も適切な
営農が行われ、すべての再生予定地の日当
たりはよく、農道に接しているため、営農
に支障がないと思われました。

しかしながら、植木や前耕作者が使用し
ていたとみられる小屋などの残置されてい
るものがあり、荒廃の程度は軽度ではあり
ませんでした。
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遊休農地面積の推移

農地
状況

植木

残置された小屋

７

（ha）＼勝浦市上野地区について／
平成27年度の勝浦市における販売農家数は349名でしたが、

令和2年度は269名にまで減少しています（農業センサスより抜
粋）。また、遊休農地の面積も約227㏊から313㏊へ拡大してお
り、事業実施地区においては好条件の農地があるものの農業者
の高齢化や担い手の不足により、耕作放棄地が点在しています。

耕作条件のよい農地をいかにして遊休農地化させず、担い手
へ集約させるかが課題となっています。



今後は、好条件の農地の遊休農地化を抑制
しつつ、担い手農家等の経営規模の拡大に合
わせて効率的に農地を集約していくことが課
題となってきます。

新規就農者自身による耕作放棄地の再生と畑作への転換

取組内容及び効果４

市町村担当者の意見５

自主施工で85aを再生しました。重機を用いて抜根作業等を行い、その後トラクターによ
る耕耘作業、水はけ対策で明渠の設置をし、元が水田でも畑地として活用できる農地として
再生しました。

再生前 再生後

取組による成果

経営面積 0ａ 85ａ

事業実施前 耕作放棄地 事業実施後 経営圃場

営農の様子

トウモロコシ栽培

サツマイモ栽培

今後の課題

今後は経営規模を拡大していく中で、耕作
放棄地の解消も計画的に行っていきます。

今後の取り組み方針

今後の課題

８



当該地域において担い手として広範囲で営農して
いる取組主体は、本エリアの耕作放棄地の再生利用
により、耕作農地の集約化を図り、より効率的な営
農を行うことに加え、地域の課題解決に寄与するこ
とを目的とし、国・県の補助事業を活用した耕作放
棄地の解消に取組みました。

いすみ市 若山地区
耕作放棄地を活用した経営規模拡大と地域貢献

地域農業の状況１

取組目的２

耕作放棄地解消による地域課題解決と営農の効率化

取組概要３

平地 中山間

１号遊休農地２号遊休農地

個人 法人

水稲専作 複合経営

約6.2ha
（平成30年～令和3年累計）

＼再生面積／

飼料用米

＼作付作物／

ＪＡ等に出荷

＼販路／
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＼若山地区について／
後継者と担い手の不足によ

り耕作放棄地が年々増加し、
耕作放棄地が獣害を誘発する
など、農村環境保全上の問題
が生じています。

有害鳥獣の棲み処となっている耕作放棄地の解消を望む地元の声が多く挙がって
いることに加え、近隣住民の散歩・ウォーキングコースの景観の保全上、早期の解
消が望まれていました。

地域
課題
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取組

９

いすみ市における
遊休農地面積の推移

＼いすみ市について／
平成17年12月の合併により誕生し、合併時には人口

約4万3千人でしたが、令和3年6月末時点では約3万6千
人にまで減少してしまいました。また、高齢化も著しく、
合併時の高齢化率は約29％でしたが、現在では約42％
となっており、今後も人口減少及び高齢化が加速してい
くことが予想されています。

農業を取り巻く環境も年々厳しくなっており、人口減
少・高齢化に比例し、平成17年時点の農業経営体数は
1,787経営体でしたが、令和2年度時点では839経営体と
約半数まで減少したことに伴い、耕作放棄地の増加に歯
止めがかかっていない状況にあります。
[出典：2005農林業センサス、2020農林業センサス]



【再生作業】
再生前の当該圃場は、長期間管理されるこ

ともなく放置され、背丈を超える高さのセイ
タカアワダチソウ等の植物が密生し、有害鳥
獣の棲み処となっていました。
再生作業と併せて、排水性改善のために排

水路の整備も行いました。

・経営規模の拡大により、生産効率が向上し収益が増加しました。
・農地中間管理機構の活用により、農地を集約し、営農の効率化を図ることができました。
・飼料用米の生産による経営状況の安定化を図ることができました。
・耕作放棄地を解消したことで、獣害の抑制、農村景観の保全に寄与しました。

取組内容及び効果４

経営規模の拡大による“効率化”と飼料用米生産による“高収益化”

事業実施前 事業実施後

経営圃場

耕作放棄地解消
による規模拡大

経営面積 10.9ha 28.1ha
（新たに借り受けした農地面積を含む）

再生前

再生後

取組による成果

今後の取り組み方針

農地中間管理機構との連携により耕
作放棄地を未然に防ぎ、地域の後継者
が居なくなった農地の受け皿となり、
地域営農の柱として機能していきます。

営農の様子

今回若山地区において優良事例ができたため、他地域においても担い手が主体となった耕作
放棄地の再生に向けた布石ができたと思います。解消面積は全体の耕作放棄地からすると大き
くはありませんが、今回の取り組みは今後において大きな糧となりました。

今後の課題としては、可能な限り集積を進めていただくことと、同様な担い手農家の確保を
していくことが耕作放棄地の解消に繋がるものであると考えます。

市町村担当者の意見５

新たな耕作放棄地
を増やさないため、
農地の集約化を更に
進めていく必要があ
ります。

今後の課題
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＼東庄町について／
町では年に一度、耕作放棄地の対策と

して町内全域の農地を対象とし、各地区
の農業委員・農地利用最適化推進委員と
ともに耕作状況を確認するために見回り
を実施しています。これにより耕作が行
われていないと判断された場合には、農
地の利用意向調査を発出し、耕作の再開
や、保全管理が行われるよう促していま
す。

平地 中山間

１号遊休農地２号遊休農地

個人 法人

酪農 水稲専作

東庄町 小南地区
立地条件の良い耕作放棄地を活用した自給飼料の栽培

取組主体は酪農を営んでおり、自給飼料
（トウモロコシ）を作付けするための農地を
探していました。今回、東庄町農業委員会と
まちづくり課農政係が連携し、事業実施主体
の耕作条件に見合った場所のマッチングを行
い、58aの耕作放棄地の再生を実施すること
となりました。

地域農業の状況１

＼小南地区について／
北部の台地では畑作、南部においては稲

作が盛んに行われ、町の基幹産業である農
業において重要な地域となっています。

取組目的２

取組概要３

立地条件の良い耕作放棄地を活用した自給飼料の栽培

58a

＼再生面積／

飼料用
トウモロコシ

＼作付作物／

自給用

＼販路／

0

50

100

150

200

H28 H29 H30 R1 R2

東庄町における
遊休農地面積の推移

（ha）

事業実施農地は台地に位置し、周辺の畑ではキャベツやカブ等が作付けされてい
るほか、養豚や酪農等の畜産業も営まれています。交通の便が良いため耕作放棄地
となっている農地はほとんどなく、良好に耕作が行われています。

周辺
農地

取組

１１



飼料価格が高騰している昨今において、
自給飼料を増産することで経費の圧縮を行
うことができました。また、自家堆肥の利
用により、再生費用も削減することができ
ました。
※取組主体は本農地と離れた場所において
約1.6ha程度自給飼料の作付けを行っており、
今回再生した0.58haと合わせて約2.1haの耕
作面積となりました。

【再生作業】
再生にあたっては、草刈・抜根、天地返

しを行った後に、土壌改良のために自家堆肥
投入と耕起を行いました。耕作が放棄され、
荒廃していた農地でしたが、耕作を再開でき
る状況まで農地を再生することができました。

本農地は、篠竹が生い茂り、複数の樹木が発生するなど長年耕作がされないまま手つかずの
状態となっており、簡単な作業では耕作が再開できない状況でした。この度、飼料用トウモロ
コシの作付けを行っていた取組主体が、自給飼料増産のためにまとまった農地を探していたた
め、本農地を紹介し再生作業が実施されました。ほとんどの工程において、実施主体本人によ
る作業が行われ、土壌改良においては自家堆肥を使用したことにより、比較的少ない費用で再
生作業が行われたものと推察されます。

再生前

再生後

取組による成果

今後の取り組み方針

取組内容及び効果４

市町村担当者の意見５

自給飼料増産による経費削減

事業実施後

飼料の安定供給のため、
今後も自給飼料生産を拡大
する方針です。町を通して
耕作放棄地の照会を行って
いますが、農地再生には多
額の費用が掛かることから、
補助金制度を望みます。

令和４年度においては２度作
付けを行っており、来年度以降
においても同様のスケジュール
で年２回の作付けを継続して
行っていく予定です。

今後の課題

飼料用トウモロコシの栽培

経営圃場

自給飼料作付面積約1.6ha 約2.1ha

１２

周辺は
優良圃場



耕作放棄地再生費用について

内訳 （荒廃の程度により異なります。）
・刈払・・・・・4万4千円～6万円/10ａ程度
・抜根、除礫・・6万3千円～6万8千円/10ａ程度
・整地・・・・・3万9千円/10ａ程度
・深耕・・・・・1万円/10ａ程度
・耕起・・・・・6千円～1万9千円/10ａ程度
・土壌改良・・・5万円/10ａ程度

耕作放棄地
再生費用
おおむね

23万円/10ａ程度

１３

粗放的利用について

出典：農業委員・農地利用最適化推進委員のための千葉県耕作放棄地対策マニュアル
耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領

長期間放置されていた耕作放棄地では、再生作業と一度の土壌改良だけでは、
営農に適した土壌の状態にならない場合もあります。その場合は継続的に土壌改
良を行いましょう。

また、再び耕作が放棄されないように、区画拡大や暗渠排水、用水路、農道の
整備などの条件整備を必要に応じて行いましょう。

以下の工事を行う場合は、手続が必要になることがありますので、市町村の農政担当課に
御相談ください。
・客土工事を行う場合

千葉県や大部分の市町村が条例を定めており、工事の内容により、許可が必要になる
場合がありますので、必ず確認しましょう。

・井戸の設置を行う場合
千葉県環境保全条例又は市町村条例による規制対象となる場合があります。

粗放的利用とは

労力や経費を極力かけずに農地を管理し、管理費程度の収益が見込める作物
を栽培し、農地を継続的に有効活用する利用方法のことで、放牧、蜜源作物（レ
ンゲ等）・緑肥作物・省力作物（飼料作物・資源作物等）の栽培等があります。

担い手の減少や高齢化の進行により、再生作業後の耕作放棄地を通常の営農で
は管理できない場合は、粗放的利用等による農用地保全等、これまでと違った方
法での農地活用も検討しましょう。



＼事業の詳細は千葉県耕作放棄地対策ホームページをご覧ください／
各支援の活用を検討される場合は、各市町村農政担当課へご相談ください

耕作放棄地対策の支援

２｜最適土地利用整備事業
補助率：定率（5.5/10以内、上限2,000万円/年）

・放牧に関する整備（電気牧柵等）
・蜜源・緑肥・省力・景観作物の作付け等に

関する設備（刈払・抜根・耕起等）

農道・暗渠排水・客土・区画整理 等

農地中間管理機構による担い手への農地集積及び高収益作物への転換等のために、多様な
ニーズに沿った耕作条件の改善について支援します。

農地集積に係る調査・調整、技術者の育成、研修会、農業機械リース等

区画拡大、暗渠排水、用排水路の更新整備、耕作放棄地解消等に係る営農環境整備等

ソフト事業

ハード事業

１｜農地維持支払交付金
多面的機能を支える共同活動を支援し

ます。（担い手に集中する水路、農道等の
管理を地域で支え、農地集積を後押ししま
す。）

耕作放棄地の発生防止と解消にかかる費用、
農地法面の草刈り、水路の泥上げ 等

支援対象

中山間地域等において、地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放利用
を行う農地等を区分し、実証的な取組を行いつつ土地利用構想図を作成し、その実現に必要な
農用地保全のための活動経費や基盤整備、施設整備費等を支援します。

２｜資源向上支払交付金
地域資源（農地、水路、農道等）の質的

向上を図る共同活動を支援します。

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・外来種の駆除、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動 等

支援対象

最適土地利用総合対策事業

多面的機能支払交付金

農地耕作条件改善事業

１４

１｜最適土地利用推進事業
補助率：定額

話合いや先進地視察等

放牧、蜜源・緑肥・省力
景観作物、緩衝帯整備、
ビオトープ、計画的な
植林の管理費等

土地利用構想図の概定のための取組

実証事業

省力化機械の導入粗放的利用体制整備

農用地保全等
推進員の設置

土地利用構想の実現
に必要な調査・計画

の関する取組

粗放的利用のための条件整備

農用地保全のための基盤整備
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